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 平素より名栗げんきプラザへのご理解を頂き誠にありがとうございます。 

 10 月 10 日（月）より 10 月 20 日（木）の期間におきまして、令和 5 年度県内学校団体宿泊

申し込み(1 次申込み：調整、抽選)を行います。 

 お申込み希望の場合には、別添え用紙にて期間内にお申込みください。 

 名栗げんきプラザでは以下考え方に基づいて受入を行います。 

 利用者の皆様には、ご不便等おかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

 

【令和 5 年度名栗げんきプラザ学校団体受入の考え方】 

① ４月、１０月以降の平日利用につきましては、原則１日１校の宿泊受入とします。 

※同日希望で少人数の学校団体の場合は、双方の合意があれば 2 校受入を行います。 

② 5 月～7 月 15 日、9 月の平日においては、同日の宿泊利用を２校までとします。 

③ 土日祝日および夏季休暇期間中（7/16～8/31）、春季休暇期間中（3/18～）においては、 

学校団体のほかに一般団体の受入も行います。 

※①、②においては少人数の一般団体を受け入れる場合もあります。 

※本館宿泊の団体があっても、日帰りの学校利用の受入は行いますが、できるだけ活動が重な

らないよう調整の上の受入を致します。 

 

【お申込みにあたって】 

令和 5 年度も利用団体数に制限を設けているため、季節や曜日によっては第 4 希望まで御記

入いただいたとしてもご期待に沿えない可能性がございます。 

例年木金、水木利用、7 月 20 日頃から 8 月の 5 日頃までは多数のお申し込みが集中しており

ます。4 月、10 月以降や、上記日程においても金土、日月、月火などは比較的余裕があります。

是非ご検討いただけますようお願い申し上げます。 

※学校団体は主にクラス数で部屋数の確保をいたしますので、ご了承ください。 

 

埼玉県立名栗げんきプラザ 

TEL：042-979-1011 

受入担当：山崎・新井 
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令和 5 年度名栗げんきプラザ受入ルール 

 

※１ 少人数の一般団体を受け入れる場合もあります。 

※２ 一般団体の受入は複数団体おこないます 

利用月 

４月、 

１０月以降の平日利用 

5 月１日～７月 15

日、９月の平日利用 

7 月１６日～ 

８月３１日利用 

土日祝日の利用 

受入宿泊学校団体数 

単独利用 

※１ 

２校まで 

※１ 

制限なし 

※２ 

制限なし 

※２ 

日帰り利用団体 受入あり 受入あり 受入あり 受入あり 


